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ＪＲ東日本は、現在使用している「車内改札システム」継続して使用する。 

■先頭車両でのドア扱いは、行わないこと 

■停止位置修正時の取扱い【三者協議（駅、車掌、運転士）】は変更しない事 

ドア扱いは、区所の取扱いを踏襲する事が前提。車掌の判断を重要視。 

ＪＲ西日本のシステムについては正式に聞いていない。しかし、東日本とは違う 

乗り継ぎが肝である。移席や座確については、引き継ぎ用紙で行う事になる 

非常通報装置の取扱い変更は、過去の刑事事件を教訓化していない。人命を守りきれない。 

車掌がトイレに押し込まれていたら、対応が出来ない。警報ボタンが扱われた時点で緊急停車するべき 

防犯カメラなど防止策は講じている。安全レベルを下げることはない。 

テレビを設置しない訳ではない。 

線区の特情がある。休憩室等必要なところには設置していくべきであり、重要なツールである。 

必要なツールである。 特情踏まえて設置する。 

絶対に先頭車で扱えということではない。巡回時、基本の足取りにならない場合もある。 


